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「都市計画に関する証明」「都市計画法第 53条の許可申請」について 
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「都市計画に関する証明申請書」 

都市計画法に基づき決定をした各種都市計画（区域区分、用途地域、都市計画

施設等）の詳細な位置の証明を申請することができます。 

 

10日程度、手数料 300円 

都市計画に関する証明の交付 
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「都市計画法第 53 条の許可申請書」 

都市計画施設の区域内で建築物の建築を行おうとする場合には、 

都市計画法第 53条第 1項の規定に基づき、川西市長の許可が必要です。 

 
10日程度 

 

建築物の許可基準 
都市計画法第 54条より、下記の要件に該当し、 

容易に移転または除却ができるものであると認められる建築物が許可の対象です。 

(イ)階数が 2階以下で、かつ、地階を有しないこと。 

(ロ)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する 

構造であること。（※鉄筋コンクリート造（RC造）は不可） 

 

 
各種都市計画がまたがる位置を把握 

●建築制限につきましては、建築指導課にご相談ください。 

 

敷地と都市計画施設が重なる 

●都市計画施設とは、都市計画法第 11条における都市計画に定められた施設のことを指します。

川西市には、都市計画道路、都市計画公園等があります。 
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都市計画法第 53条第 1項の規定による許可書の交付 

※都市計画法第 79条による許可条件を附する場合があります。 
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